
 

 

福岡県立小竹高等技術専門校 介護サービス科実務者研修 学則 

 

（設置目的） 

第１条  介護・福祉を目指す者を対象とした職業教育として、対人理解や生活支援の基本的な視点と理念を修

得する。また、尊厳を支えるための専門的な理論と介護技術を展開することができ、福祉の増進に寄

与し求職者・転職者の社会的自立が実現することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条  福岡県立小竹高等技術専門校 介護サービス科 

     実務者研修課程 

 

（位置） 

第３条  福岡県立小竹高等技術専門校 介護サービス科教室及び実習室 

福岡県鞍手郡小竹町新多５１４－２                                   

 

（修業年限） 

第４条  ９ヶ月 

 

（生徒定員、学級数） 

第５条  各３０名とする。１学級 

 

（養成課程、履修方法） 

第６条  実務者研修課程、通学、昼間課程 

出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の 3分の２に満たないものについては当該科目の履修

の認定をしない。 

 

（休業日） 

第７条  土日、祝日、校の定めた日。 

 

（入所時期） 

第８条  ４月入校 

 

（受講資格） 

第９条  公共職業安定所長の受講指示を受けることができる者とする。 

だだし、介護福祉士等関係免許・資格を有するものは除く。 

 

（選考） 

第１０条  面接及び学科試験 

 

（受講手続き） 

第１１条  入校願書を住所管轄の公共職業安定所（ハローワーク）の窓口に提出 

※ 入学願書の様式は、公共職業安定所に常備 

 

（受講料、実習費用等） 

第１２条  受講料、実習費は無料 ただし、教材代等５０，０００円の経費が必要となる。 

 

（退学） 

第１３条  教程に定める訓練時間数の２０％を欠課した場合、退校とする。 

 

（休学・復学） 

第14条  規定なし 

 



 

 

（学習の評価及び課程修了の認定） 

第１５条  修了認定は、「養成施設指定規則別表第５」の規定に基づく時間数をすべて履修した者を、修了評価

の対象とする。また、修了評価において一定基準（7割以上）を満たした者に修了証を交付する。 

7割未満の者は、個別に指導を行い、修了評価を再度実施する。 

 

（教職員の組織） 

第１６条  福岡県職員 

 

（賞罰） 

第１７条  性行が不良な者は、罰することがある。 


